
 

覚書 

 〇〇〇〇（以下、甲という）と△△△△（以下、乙という）が自家用電気工

作物の保安業務について明らかにするために下記のとおり覚書を締結する。 

 

  事業場の名称    〇〇工場 

  事業場の所在地   〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 

 

1.  乙は、甲から委託を受けた〇〇〇〇（事業場名）の自家用電気工作物

について、当該電気工作物の維持・管理の主体であって、電気事業法第

３９条第１項の義務を果たすものとする。 

 

2.  甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当

たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重する。 

 

3.  甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持、及び運用に従事する者

に、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従うように確約させ

る。 

 

4.  甲及び乙は、電気主任技術者として選任する者に、自家用電気工作物

の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うように確

約させる。 

 

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

   甲        所在地   〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  〇〇―〇 

            氏名    ○○○○株式会社 

            代表者   代表取締役  〇〇〇〇  印 

（代理人）所在地   〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  〇〇―〇 

            氏名    ○○○○株式会社 △△工場 

                  工場長    〇〇〇〇  印 

 

   乙        所在地   ××県××市××町××  ××―× 

            氏名    ××××株式会社 

            代表者   代表取締役  ××××  印 

（代理人）所在地   ××県××市××町××  ××―× 

            氏名    ××××株式会社 ××部 

                  ××部長   ××××  印 

・過去の届出など当部では事業場の名称には社名がないものとして把握しております。社名を入れる場合は事業場名称変更 

を理由とする保安規程変更届出が必要です。届出いただいた場合に事業場名称を確認させていただく場合があります。 

・事業場住所の変更がみられる場合にも保安規程変更届出が必要です。 

みなし設置者の要件として赤枠内の朱記部分を確認いたします。 

社内事情により権限が委譲された場合でも、 
代表者の氏名は必ず明記ください。 
（有事における立入の検査通知など、当省から発出
するものはすべて代表者宛のため） 
権限が移譲されている方であれば押印は、その方の
もので構いません。 

委任状を提出した場合、委任された方 
の情報を明記ください。 
委任が無い場合、代理人に関する内容は
抹消してください。 

２社間の合意が 
得られたことを 
調印から確認します。 


